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新合併特例法下における県の支援方針 

 

平成１８年１０月３０日決定 

青森県市町村合併推進本部 

 

 県は、市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号、以下「新

合併特例法」という。）の期限である平成２２年３月までに、市町村合併の推進

について十分な成果が挙げられるよう、県が策定する青森県市町村合併推進構想

に位置付けられた構想対象市町村等において、以下のとおり市町村合併支援策を

講じる。 

 

 

１ 対象地域 

(1) 青森県市町村合併推進構想に位置付けられた構想対象市町村 

(2) 新合併特例法に基づいて合併した市町村 

 

２ 支援策の区分 

(1) 行政支援策 

次の行政分野について優先的、重点的に支援策を実施することとし、必

要に応じて追加する。 

    ①情報通信   ②道路・基盤整備 ③都市・地域整備 

   ④農林水産業  ⑤文教行政    ⑥環境    

⑦健康福祉   ⑧商工観光    ⑨消防防災 

⑩交通政策   ⑪地域振興 

 

(2) 財政支援策 

合併前後において必要となる市町村の財政需要について、財政支援を行

う。                      

 

(3) 人的支援策 

合併前後における市町村の行政運営について、人的支援を行う。 

                      

(4) その他の支援策 

合併市町村の行財政運営の円滑化等について配慮する。 
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３ 市町村合併支援策 

 

(1) 情報通信の整備 

○ 合併関係市町村の行政事務の共有化、効率化のための情報通信システ

ム構築を促進し、合併市町村の速やかな一体化・行財政運営の円滑化に

資するため、必要となる調査研究等について支援する。 

 

(2) 道路・基盤整備 

○ 合併市町村の行政サービスの向上や効率化に資するため、合併関係市

町村の中心部間を連絡する道路や公共施設等の共同利用に資する道路及

び港湾の整備について支援する。 

○ 合併市町村の病院、官署等の主要公共施設等の重要施設を保全するた

めに必要な河川、砂防等の整備について支援する。 

 

(3) 都市・地域整備 

○ 合併市町村の地域の特性を活かした個性ある豊かなまちづくりに資す

るため、都市計画に関する情報提供等について支援する。 

○ 合併市町村の地域の特性に適合した魅力ある居住環境の形成に資する

ため、住宅供給に係る関連公共施設等の整備等について支援する。 

 

(4) 農林水産業の基盤整備 

○ 農山漁村の生産・生活基盤を広域的に整備することによって、合併市

町村の地域特性を活かした活力ある農林水産業の振興に資するため、関

係補助事業の実施について支援する。 

 

(5)  教育・学習環境の整備 

○ 合併市町村における教育・学習環境の整備に資するため、合併に伴う

文教施設等の整備計画策定・有効活用や、合併に伴い市町村が行う文化・

スポーツ振興事業の企画立案等について支援する。 
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(6) 一般廃棄物処理対策の推進 

○ 合併関係市町村の一般廃棄物処理体制の広域化を推進することにより、

合併市町村におけるゴミの減量化・資源化を進め、生活環境の保全及び

公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理対策の円滑な推進について

支援する。 

 

(7) 健康福祉の充実 

   ○ 合併市町村の地域住民が、生涯にわたって健康に暮らせる社会を構築す

るため、合併関係市町村の広域的、先駆的または創造的な保健・医療・福

祉の取組みについて支援する。 

 

(8) 商工観光の振興 

○ 合併市町村の地域特性を活かした活力ある商工観光の振興に資するた

め、中心市街地の活性化等について支援する。 

 

(9) 消防力の整備 

○ 市町村合併に伴う消防の広域化の推進に資するため、消防の広域化を

行う合併市町村等の地域における消防力の整備について支援する。 

 

(10) 交通政策 

○ 交通不便地域の解消、利用者の利便性・快適性向上のため、生活交通

路線の維持について支援する。 

 

(11) 地域振興 

○ 合併関係市町村における地域の活性化及び魅力ある地域づくりについ

て支援する。 

 

(12) 財政支援 

○ 合併協議会の運営に係る市町村負担の軽減を図り、合併に向けた協議

を円滑に進めるため、合併協議会を構成する市町村に対し助成する。 
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○ 合併に伴う臨時的な財政需要に係る合併市町村の負担を軽減し、合併

後のまちづくり等を支援するため、合併市町村に対して県単独の交付金

を交付する。 

 

 

(13) 人的支援 

○ 法定の合併協議会や合併市町村の事務処理の円滑な運営に資するため、

市町村からの要請により、必要に応じて県職員を派遣する。 

 

 

(14) その他 

○ 合併市町村の行財政運営の健全化、合併市町村への権限移譲の推進、各

種圏域、計画等の見直し検討等について支援する。 

 

４ 今後の取組 

  各部局は、市町村合併支援策の着実な実施に努めるとともに、その拡充に向

けて検討を行う。 

 

５ フォローアップ 

  推進本部は、市町村合併支援策のフォローアップを行う。各部局は、市町村

合併支援策の実施状況について、推進本部に対して報告を行う。 

 


